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町
の
乳
幼
児
等
医
療
費
助
成
制
度
が
拡
大
、

田
川
郡
内
で
小
３
ま
で
無
料
は
福
智
だ
け
!!

保
険
医
療
機
関
で
の
入
院
や
通
院
に
か
か
る
、

自
己
負
担
分
の
全
て
を
町
が
助
成

助
成
制
度
拡
大
は
10
月
１
日
月
か
ら
ス
タ
ー
ト

乳
幼
児
等
医
療
制
度
の
対
象
者
は
申
請
を

町
の
乳
幼
児
等
医
療
費
助
成
制
度
が
拡
大
、

田
川
郡
内
で
小
３
ま
で
無
料
は
福
智
だ
け
!!

福
智
町
の
乳
幼
児
等
医
療
費
制
度
が
改
正
さ
れ
、
10
月
１
日
か
ら
助
成
制
度
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
３
歳
か
ら
小
学
校
就
学
前
の
乳
幼
児
は
、
保
険
医
療
機
関
で
一
部
負
担
金
を
支
払
っ
て
い
ま
し
た
が
、

今
回
の
改
正
で
、
医
療
費
無
料
対
象
年
齢
を
引
き
上
げ
、
小
学
校
３
年
生
ま
で
、
医
療
費
が
か
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。

３
年
生　
医
療
費
が助

成
制
度
拡
大
は
10
月
１
日
月
か
ら
ス
タ
ー
ト

乳
幼
児
等
医
療
制
度
の
対
象
者
は
申
請
を

保
険
医
療
機
関
で
の
入
院
や
通
院
に
か
か
る
、

自
己
負
担
分
の
全
て
を
助
成
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乳
幼
児
等
医
療
費
助
成
制
度

は
、
乳
幼
児
期
の
医
療
費

の
自
己
負
担
分
を
県
と
自

治
体
が
助
成
す
る
こ
と
で
、
子
育
て
世

帯
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
し
、
必
要
と

す
る
医
療
を
安
心
し
て
受
け
ら
れ
る
よ

う
に
す
る
制
度
で
す
。
近
年
、
急
速
な

少
子
化
の
進
行
で
、
こ
の
子
育
て
支
援

策
の
役
割
が
さ
ら
に
大
き
く
な
り
、
制

度
の
拡
大
が
多
く
望
ま
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
町
で
は
、
そ
の
要
望
に
応
え

る
た
め
、
現
行
の
制
度
を
改
正
。
10
月

１
日
か
ら
医
療
費
助
成
制
度
を
拡
大
す

る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

　

小
学
校
３
年
生
ま
で
医
療
費
が
無
料
と

な
る
今
回
の
改
正
は
、
町
独
自
で
行
う
た

め
、
田
川
郡
内
で
も
初
の
試
み
と
な
り
ま

す
。
そ
の
た
め
、
県
の
補
助
対
象
を
上
回

り
、
町
の
財
政
を
圧
迫
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
子
育
て
し
や
す
い
環
境
を
築
き
、

若
年
層
の
転
出
を
防
ぐ
こ
と
で
、
町
の
活

性
化
に
つ
が
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

県の補助対象は小学校就学前まで
（６歳到達後の最初の３月末日まで）
となっていますが、

今
回
の
制
度
改
正
の
対
象
と

な
っ
た
医
療
制
度
は
、「
乳

幼
児
医
療
制
度
」「
ひ
と
り

親
家
庭
等
医
療
制
度
」「
重
度
障
害
者
医

療
制
度
」で
す
。
現
行
の
制
度
は
、
県
の

基
準
に
よ
り
、
０
歳
か
ら
３
歳
未
満
の
子

ど
も
が
保
険
医
療
機
関
に
か
か
る
場
合
、

医
療
費
は
全
額
無
料
で
、
３
歳
以
上
か

ら
小
学
校
就
学
前（
満
６
歳
到
達
後
の
最

初
の
３
月
31
日
）ま
で
の
子
ど
も
は
一
部

負
担
金
を
支
払
っ
て
い
ま
し
た
。
今
回
の

改
正
で
は
、
保
険
医
療
機
関
に
か
か
る
医

療
費
の
無
料
対
象
期
間
を
世
帯
の
所
得

対
象
年
齢
の
引
き
上
げ
に
よ

る
乳
幼
児
医
療
制
度
の
新

規
認
定
対
象
者（
小
学
校
１

年
生
か
ら
小
学
校
３
年
生
ま
で
）に
は
、

７
月
下
旬
に
、
勧
奨
通
知
書
を
送
付
し

ま
す
。
申
請
し
な
い
と
、
助
成
の
対
象
と

は
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
無
料
対
象
期
間
中

で
あ
っ
て
も
、
医
療
機
関
で
医
療
費
を
払

わ
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
必
ず
下
記
の
認

定
申
請
受
付
期
間
内
に
申
請
し
て
く
だ

さ
い
。
申
請
受
付
後
、
９
月
下
旬
に
医
療

証
を
送
付
し
ま
す
。

【
医
療
費
の
助
成
拡
大
実
施
日
】

▼
10
月
１
日
月
か
ら

【
対
象
医
療
制
度
】

▼
乳
幼
児
医
療
制
度

【
認
定
申
請
受
付
期
間
】

▼
８
月
６
日
月
か
ら
８
月
31
日
金
ま
で

【
受
付
場
所
】

▼
役
場
住
民
課
保
険
係（
本
庁
）

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

▼
印
鑑
・
保
険
証
・
申
請
書（
勧
奨
通
知

　

書
に
同
封
し
て
い
ま
す
）

問
住
民
課
保
険
係 

☎
２
２-

７
７
６
１

に
関
係
な
く
、
小
学
校
３
年
生（
満
９
歳

に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
３
月
31
日
）

ま
で
に
拡
大
し
て
い
ま
す
。
各
医
療
制
度

の
変
更
点
は
左
記
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
乳
幼
児
医
療
制
度
の
改
正
】

▼
助
成
対
象
年
齢
を
小
学
校
３
年
生（
満

　

９
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
３

　

月
31
日
）
　
ま
で
に
引
き
上
げ
ま
す
。

▼
医
療
機
関
窓
口
で
の
保
険
診
療
の
一
部

　

負
担
金
を
無
料
に
し
ま
す
。

▼
所
得
制
限
を
廃
止
し
ま
す
。

【
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
制
度
の
改
正
】

▼
小
学
校
３
年
生
（
満
９
歳
に
達
す
る

　

日
以
降
の
最
初
の
３
月
31
日
）ま
で
の

　

受
給
者
に
つ
い
て
、
医
療
機
関
窓
口
で

　

の
保
険
診
療
の
一
部
自
己
負
担
金
を
無

　

料
に
し
ま
す
。

【
重
度
障
害
者
医
療
制
度
の
改
正
】

▼
小
学
校
３
年
生
（
満
９
歳
に
達
す
る

　

日
以
降
の
最
初
の
３
月
31
日
）ま
で
の

　

受
給
者
に
つ
い
て
、
医
療
機
関
窓
口
で

　

の
保
険
診
療
の
自
己
負
担
金
を
無
料

　

に
し
ま
す
。

▼
全
受
給
者
の
所
得
制
限
を
廃
止
し
ま
す
。


